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1.日 中活動

(1)発達障害、高次 1歯機能障害、難病、軽度知的障害などのある人たちへの必要

な福祉サー ビスについて

は じめに

これまでの福祉サー ビスは、対象に発達障害、高次脳機能障害、難病、軽度

知的障害などのある人たちなどを特に想定 していないと考えられる。先ずは、

それ らの人たちの福祉ニーズを把握することが前提であるが、現行の福祉サー

ビスの状況を踏まえ、想定される今後の求められる福祉サー ビスについて検討

した。

結論とその説明

(結論 1)

現行の福祉サー ビスでは、居宅介護

などのサー ビスの利用が考えられる。

援 (ア ウ トリーチや見守 り等を含む )

性に応 じた生活訓練 (訪間型を含む )

などが必要と考えられる。

(ホームヘルプ)や通院介助、移動支援

特に重要な福祉サー ビスとして、相談支

の拡充が必要と考える。また、障害の特

や就労支援や居場所 (た まり場)の提供

(結論 1-説明 1)

先ずは、個々人のニーズを把握するうえで、身近な相談支援体制が何よりも

大切となるが、これ らの人たちの多くが家族との同居など在宅の場合が想定さ

れる。また、現行の日中活動サー ビスの継続的かつ定期的な利用も想定される

が、さほど多くないと思われる。

(結論 1-説明 2)

家族を含めた相談支援 (訪間相談、見守 り、環境調整などを含む。)が重要と

考えられる。つまり、福祉サー ビスに繋げることを中心とした相談支援だけで

はなく、暮 しを支える幅広い厚みのある相談支援体制を構築 していく必要があ

る。

(結論 1-説明 3)

難病の人たちには、通院介助や移動支援、居宅介護などとともに医療 ロリハ

ビリテーションと福祉サー ビスの連携が必要である。発達障害、軽度知的障害

のある人については、障害特性に配慮 したソーシャルスキル トレーニング (訪

間型含む )、 就労支援や利用 しやすい居場所 (た ま り場)の提供が考えられる。

おわ りに

現状の相談支援事業は財政基盤が脆弱であり、かつ、その役割や機能が未整

理な状況もみ られ、今後それ らをどのように整理、拡充 していくかという課題

がある。

なお、知的障害や発達障害のある人たちに対する生活訓練は、福祉の分野だ

けでの対応ではな く、特別支援学校卒業者を対象とした専修科というかたちな

ど、教育の分野での対応も検討する必要があると考える。



(1)現行の介護給付、訓練等給付と地域生活支援事業という区分について

は じめに

国として、障害福祉における介護保険の活用という方向性がないなかで、こ

れまでの給付体系を見直す とともに国と地方 自治体の機能等を改めて検討 し

た。

結論とその説明

(結論 1)

介護給付と訓練等給付を分ける必要性はな く、総合福祉法 (仮称)において

は、個別給付を一本化することが適当である。

(結論 2)

総合福祉法 (仮称)においても、現行の地域生活支援事業のような市町村の

裁量に配慮 した仕組みを設ける必要はあると考えられる。ただ し、その仕組み

や福祉サー ビスについては再検討する必要がある。

(結論 1-説明 1)

介護保険の活用という前提がない今、介護給付と訓練等給付に分ける必要はな

い。

(結論 2-説明 1)

地域生活支援事業のような市町村の創意工夫、裁量で可能となる事業の仕組

みは、残 しておく必要はある。 しか し、大きな地域格差が出ている現状か ら、

全ての自治体で一定水準の事業ができるような財政面を含めた新たな仕組みが

必要と考えられる。

(結論 2-説明 2)

現行の地域生活支援事業においては、個別給付に移行すべきものや個別給付

に馴染まないものなどがある。総合福祉法 (仮称)でそれ らを再検討すること

が必要である。

おわ りに

地方自治体の裁量による事業は、一方で地域格差が危惧 される。全ての自治

体で一定水準の事業ができるような財政面を含めた新たな仕組みの検討が必要

と考えられる。

また、個別給付と地域生活支援事業の組み合わせやそれ らに対する地方自治

体独 自の上乗せなど、国と地方自治体がその役割と機能を発揮 し、地域福祉が

推進 されるような仕組みが期待される。

(2)自 立訓練 (機能訓練 口生活訓練 )、 生活介護等の日中活動系支援体系のあり

方について

はじめに

現行の日中活動サー ビスの体系は複雑で、現実に提供されるサー ビス内容も



利用者のニーズの必ず しも対応できてないのではないかとの課題が見受けられ

る。それ らを踏まえ、今後の日中活動サー ビスならびにその体系のあり方に視

点を当てた。

結論とその説明

(結論 1)

日中活動サー ビスのひとつとして、現行の「自立訓練」的な支援内容も必要

である。ただ し、それぞれの障害種別から求める機能は様々であり、そのサー

ビス内容については再検討が必要 と考えられる。なお、標準利用期限の設定に

ついては、利用者個々人の状況に応 じたものとするべきで、見直す必要がある

と考えられる。

(結論 2)

日中活動サー ビスは、障害者のより身近な地域で必要なサー ビスが提供され

ることが求められる。また、その内容は、従来の創作・趣味活動、自立訓練、

生産活動などとともに、居場所の提供なども含み広 くとらえる必要がある。

また、医療的ケアを必要とする人には、看護師を手厚 く配置するなどの対応

が必要であるとともに、視覚、聴覚障害のある人たちなどが日中活動サー ビス

を利用する場合は、通訳・介助員を付ける必要がある。

(結論 3)

現行の日中活動サー ビスの事業体系は複雑であり、就労系は別として、生活

介護、自立訓練等は、例えば、デイアクティビティセンター (仮称)と してま

とめ、個別のニーズに応 じた日中活動プログラムを提供するよう、よリシンプ

ルな体系にする必要があると考えられる。

一方、個別のニーズに応 じた日中活動プログラムの提供を一定水準保障する

ための専門家や職員の配置、設備等を確保するための基準と計画行政の観点か

ら、一定の事業体系 (サービス体系)を設定する必要性も考えられる。

(結論 1-説明 1)

「自立訓練」の必要性について特に異論はみられない。実態として、特別支援

学校の新卒者には、す ぐに就労継続支援 B型には行けないので、「自立訓練」を

受けている人が多いと思われる。

(結論 1-説明 2)

日中活動サー ビスは個別給付であり、利用契約や個別プログラムが機能 し、そ

れを基本とすれば、標準利用期間の設定は不要と考えられる。なお、訓練的なサ

ービスは有期限であることに留意する必要がある。

(結論 2-説明 1)

就労を中心とした現行制度には問題があり、働けないまでも、障害者の社会

参加のありかたの多様性を認める必要がある。就労せずとも地域の中で自尊心

をもつて自らの役割を果た していける環境を確保することが重要であり、社会

参加、居場所機能や文化芸術活動などについても、 しつか りと日中活動サー ビ

スに位置付けることが重要と考える。



(結論 2-説明 2)

医療的ケアを必要とする人も様々な日中活動サー ビスを求める場合があり、

それ らの人を受け入れる場合は、看護師を手厚 く配置 した り、訪間看護との連

携が必要である。視覚、聴覚障害のある人たちなどが日中活動サー ビスを利用

する場合は、通訳・介助員を付ける必要がある。

(結論 3-説明 1)

利用者の立場からは、同じようなサービスであれば、一本化 してくれた方が分

か りやすい。また、現行の日中活動サービスの体系が複雑であり、シンプルなサ

ー ビス体系にする必要があるとの意見が多い。個別給付の利点を活かして、個々

人の必要に応 じたサー ビスに基づいた支給決定に対 して、事業所がそれに応 じた

サービスを提供するというシンプルな仕組みが必要ではないか。

(結論 3-説明 2)

就労系は別として、生活介護、自立訓練等は、デイアクティビティセンター

(仮称)と してまとめ、個別の要望 (個別支援計画)で 日中活動のプログラム

提供をするよう、多様な要望に応えられるようにすることが考えられる。

(結論 3-説明 3)

日中活動支援は簡素化を図 り、重度や高齢、疾病等を有する人たちを主たる

対象とする生活支援型と中軽度者や就業希望者、離職者を主たる対象とした生

産活動型とし、二つの事業を多機能的に運営することも可能とする体系が考え

られる。

(結論 3-説明 4)

支給決定されたサー ビスについて、それが適切に提供される体制を確保するた

め、最低基準の設定が必要となる。様々な事業を一つにまとめることはできない

のではないか。また、タイプを分けるからこそ自治体は計画的に施設を整備 し、

公費を支出することができる。いずれにしても、日中活動サービスという大きな

括 りの中で、サービスメニュー (事業体系と標準化されたプログラム)は設定す

ることになると思われる。

おわ りに

現行の日中活動サー ビスにおける報酬体系により、事業者が報酬額に着 目し

たサー ビスを展開 し、利用者のニーズと異なるサー ビスを利用せざるを得ない

現状がある。利用者が身近な地域で、必要とする様々なサー ビスを利用できる

ような報酬体系を検討する必要がある。

(4)療養介護等の重症心身障害児・者への支援について

はじめに

重症心身障害児・者への支援については、特に医療と福祉の連携が重要であ

り、現状の課題を踏まえ、今後の方向性を検討 した。

結論とその説明

(結論 1)



重症心身障害児・者の通園・通所サー ビスの法定化が必要である。また、現

行の療養介護事業は入所医療施設のみに限定せず、通所の医療施設にも認める

必要がある。一方、現行の生活介護の通所サー ビスを利用する場合は、医療的

ニーズに配慮 して、看護自Tを手厚 く配置するなど職員配置等の支援体制が必要

である。

(結論 2)

重症心身障害児が成人となつた場合、別の法律体系のもと成人としての人権

に配慮 した、年齢相応の日常生活を支援する必要がある。ただ し、その際、医

療を含む支援体制の著 しい変化は避けるべきであり、継続的に一貫 した支援体

制が確保できるような仕組みが必要である。

(結論 1-説明 1)

親の人たちは、どんなに障害が重 くても、できる限 り地域で共に暮 らしたい

と願 つているが、最近、特に濃厚な医療的ケアを必要とする超重症児といわれ

る人たちが増加の傾向にあり、通所、通園が困難な実態がある。このため医療

型の通所の整備が要請されている。一方、生活介護事業など福祉型の通所にあ

っても、重症心身障害児 口者が利用するものについては、看護師の複数配置を

必須要件とする必要がある。

(結論 1-説明 2)

重症心身障害児者通園 口通所の法定化が必要である。現行の療養介護は、医

療入所施設 (病院)の入所だけに認められ、通所には認められていないという

問題がある。現行の療養介護は入所医療施設のみに限定せず、通所の医療施設

にも認めるべきである。また、重症心身障害者は、単なる生活介護による支援

となつた場合、心身機能の退行やQOLの 低下、環境の変化による生命の危険

なども危惧され、それ らに配慮 した職員配置等の支援体制が必要である。

(結論 1-説明 3)

重症心身障害の人にとつて、生活介護は、単に介護を受けているというもの

ではなく、自己実現に向けた支援体系を考える必要がある。

(結論 2-説明 1)

重症心身障害児者 (以下「重症児者」という)は、18歳に達 したからといつ

て、年齢で区分 し、別体系の療養介護に移行させ、かつ,係 る職員やかかわ り

方まで変えて しまうということは、重症児者にとつて、著 しい環境の変化とな

り、生命の危機にさらされることになる。成人になり、法律体系が変わること

になつても、職員配置基準を児童福祉法と同 じくし、法律体系を超えて一貫 し

た支援体制を可能にする必要がある。なお、一貫 した支援体制の中で、成人に

は成人としての人権に配慮 し、その年齢に相応の日常生活の支援を行うよう配

慮する必要がある。

(結論 2-説明 2)

現在の療養介護は入院を前提としている日中活動であるが、重症心身障害児

が 18歳 になつて成人期の日中活動サー ビスに移行する場合の事業体制と支援体

制は一体的に運営できる配慮が必要である。事業体系は児童と 18歳 以上は分け



ても、一体的に運営することも可能ではないか。

おわ りに

現行の療養介護は、医療と福祉 との報酬の差がかな り大きく、実際、事業が

あっても事業を受ける医院や病院がないため、重い障害のある人の行き場がな

いというような現実があるとの指摘があつた。

また、現行の重症心身障害児・者通園事業を補助事業から個別給付にする場合

は、利用者が少ない地域では、経済的に運営が困難になることが想定されると

の意見もあり、報酬体系の課題として検討が必要である。

(5)地域活動支援センター、日中一時支援、短期入所について

は じめに

地域活動支援センター、日中一時支援、短期入所については、地域生活にお

いて必要に応 じて利用するなど、柔軟な日中サー ビスとして考えられるが、そ

れ らの実際の利用実態や課題を踏まえ、今後のあり方を検討 した。

結論とその説明

(結論 1)

地域活動支援センターについては、地域によってそのサー ビス内容は様々な実

態があり、日中活動サー ビスの個別給付に馴染む場合や相談やたまり場的な内容

のものもある。今後、それ らの機能を整理 し、どのように制度の中で位置付け

るか検討が必要と考えられる。

(結論 2)

日中一時支援については、全国どこでも使えるようにするためには、現行の

日中一時支援は、従来の短期入所の日中利用 (個 別給付)の ように個別給付に

戻す必要がある。

(結論 3)

現行の日中一時支援を廃止 し、かつての短期入所の日中利用 (個別給付)を
設ける必要がある。また、その日中利用はサー ビス間の隙間を埋めるためにも

タイムケア型を検討する必要がある。また、短期入所についても医療的ケアを

必要とする人に配慮する必要がある。

なお、現行の医療型の短期入所では、日中利用後の短期入所の報酬設定がな

いので、日中活動を欠席 して短期入所を使 うなどの不便さが出てきている。児

童・ 18歳 以上と同じような制度設計にすることが必要である。

(結論 1-説明 1)

地域活動支援センターはデイアクティビティーセンターに整理する方がよい。

定員も、社会福祉法を考えると10名 であればよい。特に、精神障害や知的障害で

は、居場所機能の評価と再構築は大きな地域課題である。

(結論 1-説明 2)



制度の谷間の障害者をどうするか。例えば、難病患者に障害が発現 した際、一

定期間利用することができるような制度はどう考えるか。

(結論 1-説明 3)

地域生活支援事業は、個別給付に馴染まないものもあるので、それはそれで残

さなくてはいけない。また、地方に行けば行 くほど人が集まらない。 5名 でも事

業を展開することができるような仕組みが必要である。気楽に利用でき、たまり

場的に利用することができる場所が望ましい。例えば、相談支援事業者に厚みを

持たせて、たまり場になり、ワンス トップの相談も行い、サービスに繋げるバイ

アスにもなる機能がほしい。地方では、相談やたまり場をまとめてやるような形

は、特に精神の分野では広がっている。小規模多機能的なところを残さなければ、

地方ではやつていけない。

(結論 1-説明 4)

現行の地域活動支援センターは、地方や都市など地域によつて、その機能は多

様な実態があるように思われるところから、それ らの機能を整理 して、今後の制

度の中での位置づけを検討する必要がある。

(結論 2-説明 1)

日中一時支援事業は地域生活支援事業の選択事業であり、実施 していない市

町村があるようである。また、助成金や報酬が少ないため受託する事業所が少

なくなつた り、事業を停止する事業者がみ られる。事業者がないとの理由で実

施 していない市町村も多いようである。全国どこでも使えるようにするために

は、現行の日中一時支援は、従来の短期入所の日中利用 (個 別給付)のように

個別給付に戻すべきでないか。

(結論 3-説明 1)

現行の日中一時支援を廃止 し、かつての短期入所の日中利用 (個 別給付)を
設ける必要がある。また、その日中利用はサー ビス間の隙間を埋めるためにも

タイムケア型としてはどうか。また、短期入所についても医療的ケアを必要と

する人に配慮 した条件整備が必要である。

(結論 3-説明 2)

タイムケアサービスは恒常的でないので自治体もプランを作れない。もしやる

なら、イギ リスのようにチケット制にして、例えば30時間分渡す形にすれば自

治体も対応できる。支援量を定量化 していかないと基盤整備も進まない。

(結論 3-説明 3)

児童・18歳以上の短期入所の報酬改訂時 (平成 21年 4月 )日 中活動を利用 し

た後の短期入所の新 しい単価ができて、それまでの混乱は整理された。一方医

療型の短期入所では、日中利用後の短期入所の報酬設定がないので、日中活動

を欠席 して短期入所を使 うなどの不便さが出てきている。児童・18歳以上と同

じような制度設計にすることが必要である。

おわ りに



現行の地域活動支援センターについては、一方で運営費 (報酬)の問題が指摘

され、財政的な支援の仕組みが課題として適されている。また、短期入所につい

ては、通所サービスに短期入所を併設するとともに、グループホーム等にも同

様に併設すべきで、地域で生活する精神障害者が休息等の目的で気軽にそれ らを

利用できることにより、地域生活の継続がより可能となるとの意見があつた。こ

れ らの日中のサービスについては、特に、必要なとき、いつでも利用できるとい

う視点にたって整備 していくことが求められる。

なお、短期「入所」という表現が、施設への「入所」を連想させ、違和感があ

るので検討を望む声があった。

(6)定 員の緩和等について

は じめに

現在の日中活動サー ビス体系における定員の要件は、特に、人口の少ない過

疎地などで大きな課題となつている。身近な地域での重要な日中活動の場とし

て利用されてきている小規模事業所等の意義を踏まえ検討 した。

結論とその説明

(結論 1)

10名 に満たない日中活動サービスの事業所は、全国の過疎地等に存在 し続けて

いる状況があり、5名 でも事業を展開できる何 らかの仕組みが必要である。一方、

重症心身障害児・者通園事業B型は 1日 5名の基準で運営 しているが、これらの事

業への今後の対応についても十分に配慮する必要がある。

(結論 1-説明 1)

地方に行けば行 くほど人が集まらない。 5名 でも事業を展開することができる

ような仕組みが必要である。また、気楽に利用でき、たまり場的に利用すること

ができる場所が望ましい。

(結論 1-説明 2)

現在の重症心身障害児・者通園事業 B型は 1日 5名 の基準で運営 している。地

方や利用者が少ない地域で、この通園事業が個別給付なつた場合は、運営が困

難になる可能性がある。十分な配慮が必要である。

(7)日 中活動への通所保障について

はじめに

日中活動サー ビスを利用する際、通所に係る送迎の支援は不可欠となつてい

る。それに対する福祉サー ビスとしての位置づけが定かではな く、財政的支援

も不十分な現状がある。それ らを踏まえ検討 した。

結論とその説明



(結論 1)

日中活動サービスを利用するには移動支援 (送迎)が不可欠であり、その費

用について、報酬上評価する仕組みが必要と考えられる。

なお、報酬の算定にあたつては、移動支援 (送迎)の支援内容を再検討する

とともに、公共交通機関等の利用による通所者の扱いを併せて検討する必要が

ある。

(結論 1-説明1)

日中活動サービスを利用するには送迎は必要である。送迎が必要な人には送

迎を機能としてもたせる事業体系とする必要がある。また、医療的ケアを必要

とする人の送迎には看護師の添乗も必要になる。現行の生活介護には送迎経費

も含まれているとの解釈があるが、他の通所事業には送迎経費は含まれていな

い。基金事業で 300万円の補助が実施されているが、実績に応じて報酬に含ま

れるような制度にする必要がある。

(結論 1-説明2)

送迎について、声かけや見守りを含めた支援として位置づけるのか、単なる移

動手段として位置づけるのかという議論がある。また、一方、通所の際の移動支

援の利用や交通費の支給を求める意見がある。

2.グループホーム・ケアホーム

(1)グループホーム・ケアホームの制度について

はじめに

グループホームが、地域の住まいとして提起されて 20年余りが経過する。入

居者も約 6万人に達し、今後、地域生活移行を推進するうえで、グループホー

ムはさらに普及していくことが考えられるが、その設置基準等や支援機能につ

いて、種々の課題も見受けられる。これらを踏まえ、もう一度原点に立って、

地域の住まいとしてのグループホーム制度のあり方等を検討した。

①グループホーム等の意義について

結論とその説明

(結論 1)

グループホーム等での支援は、地域生活における居住空間確保と基本的な生     ・

活支援、家事支援、夜間支援などともに入居者一人ひとりに必要なパーソナル

な支援の両方が重なつたものと考えられる。一人ひとりがよりその人らしさを     ・

発揮できる状況を生み出し、住民として暮らしていくための住まい方支援のひ

とつといえる。

なお、グループホーム等については、「特定の生活様式を義務づけられない」

ためにも、地域生活移行においてそれらを唯―のものとするのではなく、自分

で自分の暮らしを選ぶ、選択肢の一つと考える必要がある。
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(結論 1-説明 1)

地域社会で自立生活をすすめるための共同住居 (家 )と いう原点に立った制度

構築をしなければならない。グループホーム等での支援は、居住空間確保及び

基本的な生活支援、家事支援、夜間支援などと一人ひとりに必要なパーソナル

な支援の両方が重なったものとして考えるべきである。一人ひとりがよりその

人らしさを発揮できる状況を生み出 し、住民として暮 らしていくことが大切で

ある。

(結論 1-説明 2)

利用者がグループでお互いに刺激 しあって、助け合つていくこともグループホ

ームの理念ではないか。住む場所をただ提供するというだけではなく、仲間で助

け合つていくために、どうやって支援 していくかという議論も重要と思われる。

(結論 1-説明 3)
「特定の生活様式を義務づけられない」ためにも、地域移行においてグルー

プホーム等を唯―のものとしてはならない。また、終の棲家として位置づける

のではな く、将来的に一般住宅での暮 らしをめざすためのステップとして位置

づける必要もある。権利条約にいう、誰とどこで暮 らすか自分で選択できる、

ということを踏まえて、グループホーム等は自分で自分の暮 らしを選ぶ、選択

肢の一つだと考える必要がある。

②グループホーム ロケアホームの区分と設置基準等のあり方について

結論とその説明

(結論 1)

現行のグルーホーム、ケアホームの区分は、グルーホームに一本化することが

妥当である。定員規模については、グルーホームの本来的趣旨である家庭的な環

境として、 4～ 5人の規模を原則とする必要がある。また、同一敷地内のとらえ

方など再検討する必要もあると考える。

(結論 1-説明 1)

グルーホーム、ケアホームの事業名は、介護給付と訓練等給付で分けたが、

実態からしてもグループホームで統一すべきである。

(結論 1-説明 2)

知的障害の人が仲間と生活 し、仲間と関係性を持つてやつていくということ

は、視野に入る人数の限界があると思う。まとまるのは 4か ら5人ではないか。

生活の場なので家庭に近い規模にすべき。

(結論 1-説明 3)

定員が 7人以上はグループホームの枠組みから外 して、新 しい体系として整

理 してはどうか。住居定員が 2人か ら可能になつて、利用する人の暮 らし方の

多様性ができてきて評価できる。適正な入居者定員は 4～ 5人 として、緊急枠な

どや体験入居用を含め 1住居 6名 の定員を最大としてはどうか。一方、大規模

化を抑制する一方、地域の事情も勘案 した検討が必要 と考える。なお、重度障

害者等が入居するグループホームについては、夜間支援体制の観点か ら、規模



について一定の配慮が必要となるかもしれない。

(結論 1-説明4)

現在、地域によってグループホーム等の設置基準に関しては、解釈の格差が

あり、同一敷地内で複数かつ入居者数が20人、30人 となつている例もでてきた。

設置に関しては、都市計画的な見方もとりながら検討する必要性がある。障害

のある人が lヶ所の地域で多数住むことはどうなのか、普通の暮らしはどのよ

うなものなのか、地域の住宅政策も含めて検討が必要である。特に、既存の施

設を使つて運営する場合、2ユニット (10人を2棟 )、 都道府県知事が認めれば

3ユニットまで可能な現行の考え方は見直す必要がある。

③グループホーム等の生活支援体制のあり方について

結論とその説明

(結論 1)

現在、入居者の高齢化が進む一方、重度の障害や様々なニーズのある人たちの

入居も増加することが想定されるなかで、グルーホーム等で提供する標準的サー

ビスと入居者一人ひとりが必要に応 じて利用するサービスとの関係を検討、整理

し、居宅介護等の訪間系サー ビスの活用を含めた生活支援体制を確保する必要が

ある。

一方、高齢化等により日中活動サー ビスに通うことが困難であつたり、必要と

しない入居者の日中支援のあり方を検討する必要がある。

(結論 1-説明 1)

今後、高齢、重度・重複障害、医療的ケアや行動障害など様々なニーズのあ

る人たちの利用が多くなることが想定され、介助等個別支援を必要とするそれ

らの人たちに対 して、一般住宅と居宅介護等を活用することで、地域での自立

生活が可能となる。また、それ らの人たちも利用できるようハー ド面での整備

を推進するとともに、職員の夜間常駐、休 日の日中支援、医療的ケアの実施が

可能となるよう、報酬、運営基準、人員配置の見直 しを図る必要がある。

(結論 1-説明 2)

例えば、ALSや 筋ジスなど人工呼吸療法に対応 し、医療と連携のとれるグ

ループホームの二ニズが高まつている。海外の例では、訪問看護師とヘルパー

の支援を受けて地域で生活できるようになつている。呼吸器装着の重度障害者

であってもグループホームは選択肢のひとつとなりえる。

(結論 1-説明 3)

知的障害のある人たちにおいても重度訪間介護等を活用 し、パーソナルアシス

タン トなど支援付き自立生活 (サポーテッ ドリビング)も一般化されるべきであ

る。日中活動に行かないときは、本人の支援計画に基づいて、重度訪間介護を利

用できるようにする必要がある。

(結論 1-説明 4)

特に、医療的な援助も日常的に必要とする超重症・準超重症の重症心身障害

児者に対するグループホーム等における日常的支援については慎重に検討 し、

12



環境条件が確保される必要がある。

(結論 1-説明 5)

アルコール等依存症の場合など家事援助以上の支援が必要な人たちがいるため、

パーソナルアシスタン ト等による支援を組み合わせ られるようにする必要があ

る。

(結論 1-説明 5)

グループホーム、ケアホームで居宅介護を使えない場合、福祉ホームだと居

宅介護の利用が可能なので、必要との意見も多い。

(結論 1-説明 6)

グループホーム等において、服薬を含めた健康管理の支援、金銭管理の支援、

夜間 日早朝時間帯の支援は必要不可欠であり、グループホーム等でこれ らの部

分をどこまで担 うのか整理する必要がある。

(結論 1-説明 7)

グループホーム等の支援として全てを入れ込んでしまうと、かえつて利用 しに

くくなる。最低限のものはそこに備わつていて、それ以外のパーソナルなものは

オプションで、多様なサービスを利用できるようにすることの方が良いのではな

いか。食事や掃除などの家事という基本部分をベースに、あとは自分の希望で選
べるような仕組みが考えられる。グループホームに住みながら、本人がパーソナ

ルアシスタンスなどの支援を活用するなどにより、一人ひとりの暮しの質が向上

することになる。

(結論 1-説明8)

グループホーム等の入居者個々人が必要とする支援サービスは、外から提供

するか、グループホーム等の事業所から提供するのかは、入居者が選択できる
ことでよいのではないか。

(結論 1-説明9)

現状の職員体制は、短期間の非常勤によって支えられており、多様な個別二

―ズに対応できていない。職員体制の整備が必要である。特に、夜間支援体制
の強化が急務の課題である。支援が必要な全ての住居に夜間世話人 (夜間支援

員)を配置する必要がある。

(結論 1-説明 10)

グループホーム等のサービス管理責任者は入居者 30人 に 1名 の配置である。

利用者の意向に基づく個別支援計画の策定と提供管理、評価・検証、関係機関
との連携、自立支援協議会に参加し社会資源開発へ繋げる等、広範囲な業務を

担う一方で、入居者の地域生活経験に伴う生活ニーズも多様化するが普通であ

る。専従可能な報酬単価の見直しと、サービス管理責任者の研修を強化する必

要が生じている。

(結論 1-説明 11)

入居者が高齢化し、日中活動サービスを利用することが困難となつた場合、入

居者によっては日中活動サービスを希望しない場合や必要としない場合もあるが、

現行のグループホーム等は夕方から朝までの支援を原則としており、それらの人

たちへの支援体制を確保するため、日中の支援もできるようにする必要がある。

13



おわりに

グループホームの本来の家庭的な規模での運営を可能とするとともに、夜間

も職員を配置するため、また、高齢、重度 ヨ重複障害、医療的ケアや行動障害

など様々なニーズのある人たちへの一定水準の支援体制を確保するためには、

そのための報酬体系の実現が必要となる。一方、今後、パーソナルな訪間系サ

ービスを積極的に活用していくうえで、それらの報酬体系や国庫補助基準の取     .
扱いも課題になる。報酬体系の検討にあたつて配慮を求めたい。

なお、設置基準における、いわゆる「一つ屋根の下」と「共有スペース」の

取扱いと支援体制について、ニーズの実態を踏まえ、柔軟な対応を含め検討す

る必要があると思われる。

(2)グループホーム等の設置促進について

はじめに

グループホーム等の設置促進のための福祉施策について検討した。

結論とその説明

(結論 1)

グループホーム等の設置を促進するうえで、国庫補助での整備費の積極的な

確保が重要である。また、重度の障害や様々なニーズのある入居者への支援も

想定し、安定的運営に係る報酬額が必要である。

(結論 2)

グループホーム等を建設する際の地域住民への理解促進について、事業者に

のみに委ねる仕組みを見直し、行政と事業者が連携・協力する仕組みとする必

要がある。

(結論 1-説明 1)

地域生活移行を促進する上で、グループホームの住居を確保する国庫補助に

よる整備促進が必要である。また、報酬単価が低く、人材確保や事業運営に困

難があり、グループホーム、ケアホーム単独では経営が成り立たない現状があ

るため、積極的に整備を推進するための予算確保が必要である。

(結論 1-説明2)                               ・

重度の障害者 (「 重症心身障害者を含む」)で も生活可能なグループホーム制

度の確立が必要である。そのためハー ド面での整備を推進するための公的な整     ′

備費の充実が更に必要である。また、夜間を含めた支援体制の充実が求められ

る。

(結論2-説明1)

グループホームを建設する場合、借家で借りる場合も含めて地域住民の反対

が全国各地で起きており、なかには建設を断念する場合もある。一方、建設に

当たつて地域住民の理解を求めることについて、もつぱら事業者に委ねている

現状がある。障害者計画や障害福祉計画並びに公費支給の主体である地方自治
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体が、責務として事業者と連携・協力して住民の理解促進を図る必要がある。

おわりに

グループホーム等の設置促進にあたっては、特に、整備費や報酬単価という

公的費用負担の課題が大きい。障害福祉関係予算の確保と関連して今後の検討

に期待したい。

(3)民間住宅の活用促進のための建築基準法の見直し

はじめに

グループホーム等の設置促進にあたって、現行の建築基準法が大きな壁とな

つている。そこで、同法に着目し検討した。

結論とその説明

(結論 1)

グループホーム・ケアホームの民間住宅の活用促進にあたつては、建築基準法

の規制を緩和し、一般住居として取り扱う必要がある。

(結論 1-説明 1)

グループホーム等の民間住宅の活用に際し、全国的に建築基準法が大きな問題

となつている。現状では寄宿舎への用途変更が強いられ、厳しい基準が適用され、

防火壁などの工事を行わなければならないことになる。それによつて、民間住宅

の活用が困難となり、地域の重要な住まいとなつているグループホーム等の整備

が進まない事態となっている。

(結論 1-説明2)

現行の建築基準法は、そもそも、現在のグループホームという住居形態を想

定していないと考えられる。グループホームは、地域社会で住民としての普通

の住まいを提供し、入居者に必要な人的支援等を行うことを基本としたものと

考えられる。従つて、特別な住居ではなく、一般住居に暮らすことが共生社会

のひとつのかたちと考える。

おわりに

障害者の住宅施策は、国土交通省の障害福祉施策と連携した取り組みなくし

て進展は望めない。法令の改正も視野に入れた国土交通省と厚生労働省の積極

的な連携 口協力を望みたい。

3.住まい方支援

(1)地域での住まいの確保 (居住サポー ト事業)等について

はじめに

居住サポー ト事業は住宅の確保等において重要なサービスとされてきたが、

その実態を踏まえ、今後のすまいの確保等への支援のあり方について検討し
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た。

結論とその説明

(結論 1)

現行の居住サポー ト事業の支援内容の重要性は認められるが、相談支援事業と

の関連を含めた位置付けや実施状況などを再検証 し、今後の事業の制度上の位置

づけを検討する必要がある。

(結論 1-説明 1)

居住サポー ト事業は、障害者が「地域で生活する権利」を実質化するための

事業として重要な役割を果たすものである。この事業に加えて、日常生活の支

援、二一ズの随時の間き取 りの他、地域住民と障害者 との交流をはかる役割を

担 うことが望ましい。

(結論 1-説明 2)
一定の成果はあり今後も必要である。官民共同で地域連携の場を作 り情報収

集や活動が広がつたことにより成果が認められた。必要なのは住宅探 しを行 う

人材確保で、委託費は一律ではなく、必要状態、人口、障害者数などによって

ランクを考えるべきである。

(結論 1-説明 3)

現行制度では居住サポー ト事業者を受託する事業者が少なく、住宅部門との

連携も不十分であり、実施市町村も多くない。福祉分門だけではなく、住宅部門

と連携 した形の実効性のある居住サポー トの仕組みが必要である。また、グル

ープホーム等から単身生活に移行する場合も事業対象とする必要がある。居住

サポー トの拡充によつて、グループホーム等以外の第 3の地域生活の道が広が

っていく。そのためにも重要な事業である。

(結論 1-説明 4)

居住サポー ト事業は必要な機能であるが、制度が未熟で一人仕事になる地域

が多く、業務として成熟 していない。グループホームのバックアップ機能等と

の リンクする仕組みを検討する必要がある。

(結論 1-説明 5)

相談支援事業の付帯事業的な位置づけとなつており、機能や役害1が不明瞭で

あるとともに、相談事業本体を圧迫 している面もある。また、本事業における

支援が、住居の確保や緊急時対応など限定的な場面に限られているが、地域で

の安心できる暮 らしを継続的にサポー トするような、訪間型の生活サポー ト事

業として機能強化 し、独立 して運営可能な事業とすることを望みたい。相談支

援の範疇でなく、義務的施策として明記 し、義務的経費負担とする必要がある。

(結論 1-説明 6)

居住サポー ト事業の位置付けが弱いので、独立させるべきである。地域移行

に於いて賃貸住宅を考える場合、公的な保証人機構 と連動 した必要な事業であ

る。また、事業が機能するには、あん じん賃貸住宅の登録が不可欠であるが、
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その部分が未整備のままである。緊急時に対応可能な安心できる地域生活拠点

機能を事業者そのものに付加する必要がある。

(結論 1-説明 7)

居住サポー ト事業は必須化されるべきとは考えるが、何より必要なのは 24時

間 365日 の待機介助であり、居住サポー ト事業は予算も貧 しく対象者期間も限

られていることが問題である。

(結論 1-説明 8)

居住サポー ト事業に 24時間の見守 りを課 していることは不合理であり、これ

は介助サー ビスで保障されるべきサー ビスである。また、公的保証人を獲得す

るために多額の自己負担を必要とすることは非現実的であり、一方、住宅改造

をする費用補填は低額なため、住宅はほとんどない。

(結論 1-説明 9)

障害者の地域における生活を支えるためには、夜間や緊急時に対応が可能な

拠点機能としての「地域生活拠点センター」の新設、整備が不可欠である。

(結論 1-説明 10)

高齢者分野における「シルバーハウジングプロジェク ト」 (公営住宅に福祉目

的住宅設置のうえ、支援サポーターによる巡回支援が実施されている)の障害者

バージョンを作 り、居住サポー ト事業との連結をはかる必要もある。

おわ りに

住宅の確保等の支援については、そのサービスを切 り分けるというより、地域

生活支援の一環として位置づけ、機能強化を図れるような仕組みを期待する意見

が多かつた。また、賃貸契約書などが本人に分か りやすい契約書となるように工

夫してほしいとの要望があつた。

(2)一般住宅やグループホーム等への家賃補助等について

は じめに

地域での住まいとして、グループホーム等や公共住宅、民間住宅の活用が益々

求められるなか、特に、主たる収入を障害基礎年金と福祉的就労の工賃などに

依存する人たちにとつて、その家賃は重い負担となつている。また、それ らの

住宅の確保に向けた様々な施策が必要と考えられる。それ らの視点か ら検討を

行つた。

結論 とその説明

(結論 1)

地域での住宅問題の解決のためには、グループホーム等や公共住宅、民間住

宅の賃貸などにおいて、障害者の受け入れを拡大 していくことが必要である。そ

のために、厚生労働省と国土交通省等の関係省庁が密接に連携した住宅施策を講じ

ていく必要があり、一方で家賃補助、住宅手当などによる経済的支援策が重要と考

える。
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(結論 2)

民間住宅の障害者の受け入れを拡大のために、一般住宅の行政による借り上

げや一定以上の規模を有する新築集合住宅に対して、障害を持つ人に配慮され

た住戸の義務付けとその際の公的助成などが考えられる。

(結論 3)

事業体に対する税制の優遇 (不動産取得税、固定資産税、都市計画税等の減

額もしくは免除)を設ける必要がある。また、住居提供者に対する経済的支援     .
策や優遇策を講じる必要がある。

(結論 1-説明 1)

障害者の所得保障が不十分であるという理由のみで安易に住宅問題を考える

のではなく、国民全体の住宅施策の中で障害のある人の住宅問題も位置づけ考

える必要がある。都市計画の中に、障害者住宅の整備 目標を組み込むべきであ

り、公営住宅、民間住宅、行政における都市計画の 3つ の観点から総合的に進

める必要がある。また、住まいの確保について、自立支援協議会のようなシス

テムを作 り、連携 して取 り組む必要がある。

(結論 1-説明 2)

日本の厳 しい住宅事情の中で既存住宅の活用だけでな く、障害者が生活 しや

すい住宅建設が可能となる様な積極的な支援策が必要である。

(結論 1-説明 3)

「高齢者の居住の安定の確保に関する法律」と同様に、法制度で しつか り位

置づけたうえで、障害者向けの住宅が地域内で確保されるような方策を推進 し

ていく必要がある。また、国交省が取 り組んでいる高齢者専用賃貸住宅制度の

ような仕組みの賃貸物件制度を推進できないか。

(結論 1-説明 4)

家賃補助的な施策が早急に必要との意見が多く出ている。民間住居への入居

促進のため、家賃補助や住宅手当の創設が望ま しい。生活保護 と同様に、障害

者の基礎年金に住宅手当が上積みされるべきではないか。

(結論 1-説明 5)

住宅手当の創設、保証人制度の充実、住宅改修費の支援等とともに、居住支

援協議会の必置規定化等、一般住宅の確保をめ ぐる課題を早急に解決すべきで

ある。

(結論 1-説明 6)

住宅手当とした場合、広 く国民を対象とした手当制度や生活保護制度における

住宅扶助などとの関係を整理する必要がある。また、住宅手当は、住宅を必要と

する人とそうでない人がいるので、二一ズとかみ合うかという問題がある。障害

年金をす ぐに引き上げることができれば良いが、それぞれの住宅の状況を踏まえ

ると一律に年金の手当とするのはどうか。家賃に応 じて住宅手当を支給するのが

現実的であるし、社会の理解も得られやすい。

(結論 1-説明 7)
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入所施設における補足給付と同額の 2万 5千円相当の金額を家賃などの補助

に当てることが可能な仕組みを作る。また、家を借 り上げる際に必要な保証人

を自立支援協議会などの仕組みを活用 して自治体ごとに確保できるようにする

必要がある。

(結論 2-説明 1)

公営障害者住宅の新設が優先されるべきであるが、一般住宅の行政による借

り上げによる確保を検討すべきである。その場合、建設時から行政が借 り上げ

を保障 し、改造の補助など誘導策をとる必要がある。家賃についても、補填す

る仕組みが必要である。また、一定以上の規模を有する新築集合住宅に対 して、

障害を持つ人に配慮された住戸を義務付け、それに対 して、一定割合の公的助

成を行 うことが考えられる。

(結論 3-説明 1)

事業体に対する税制の優遇 (不動産取得税、固定資産税、都市計画税等の減

額もしくは免除)を設ける必要がある。また、障害特性に応 じた建築構造のた

めの助成金をさらに拡充する必要がある。一方、民間の土地や住宅提供者につ

いては、固定資産税などの税制優遇策を講 じる必要があとともに、住宅改造と

現状回復工事への助成制度が必要である。

おわ りに

家賃補助の議論において、障害者の所得保障の仕組みを見直すことが先決では

ないかという意見もあった。

また、 トライアル入居 (法人契約アパー トの試験入居を経て、その居住実績に

より個人契約への切 り替え促進)の制度化なども必要との意見とともに、大家への

「障害者・高齢者を入居拒否 しない」などの条件付けの廃止を望む声もあった。

(3)公 営住宅の利用促進について

はじめに

現状では、住宅の確保において、公営住宅は重要な社会資源のひとつであり、

その視点から検討 した。

結論とその説明

(結論 1)

地域での住まいの確保において、社会資源としての公営住宅の活用が望まれる

が、地域間格差が顕著であり、優先枠の拡大に向けた何 らかの仕組みが必要であ

る。なお、一方で、公営住宅に偏重することなく、民間の賃貸住宅への入居も進

めていく施策を講 じる必要がある。

(結論 1-説明 1)

公営住宅は低家賃であり、住まいとしての重要な社会資源といえる。公営住

宅を使いやす くするように自治体を指導 していくことが必要である。また、バ
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リアフリー化 した公営住宅を拡充 して、障害特性をも考慮する住宅提供の仕組

みをつくり、優先的に提供されることが望ま しい。

(結論 1-説明 2)

公営住宅については、バ リアフリー住居やグループホームなどの優先枠を拡

大するため、それを制度化する必要がある。

(結論 1-説明 3)

知的障害者は単身でも公営住宅に申し込みができるようになつたが、単身用     ・

の公営住宅は空きが少ないので実際には入居できない人が多い

(結論 1-説明 4)

1つの公営住宅の建物に障害者が集まるのは、問題はないか。特化 した居住の

形はいかがなものか。市民との混在/混住がインクリュージョンの要ではない

か。権利条約の「他のものとの平等」の理念にからすれば、公営住宅よりは民

間の賃貸住宅を借 りやす くする施策が重要といえる。民間の賃貸住宅への入居

を進めなが ら、不十分な場合には、暫定的な措置として公営住宅への入居優先

枠を拡大することが考えられる。

(結論 1-説明 5)

特定の住居形態に、特定の人々が集住する問題は残るが、障害のある人が公

営住宅を選択する上では入居 しやす くする政策は必要である。

(結論 1-説明 6)

公営の障害者住宅の新設は急務であり、公営住宅の建築前に、障害のある人

がいる家庭などを対象に公募をかけて、ユニバーサルデザインを施 した一戸建

てなども創出していく必要があると考える。

おわ りに

公営住宅の利用促進にあたつては、省庁をまたいだ住宅施策であるととも

に、国と地方自治体の連携が重要であり、それ らを踏まえた取 り組みを望みた

い 。
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「日中活動 と GH・ CH、 住 まい方支援」作業チーム報告 (補足 )

平成 23年 2月 15日

■‐■■‐中活動
(1)現行の介護給付、訓練等給付と地域生活支援事業という区分について

(結論 1・ 結論2-補足説明)

ここで使用する個別給付という表現は、給付方式の呼称であるとともに、国

庫負担金 (義務的経費)と しての意義があることを踏まえる必要がある。

(3)自 立訓練 (機能訓練・生活訓練)、 生活介護等の日中活動系支援体系のあ LJ

方について

(結論 2-補足説明)

通訳・介助員をつける必要があるのは「視覚、聴覚障害のある人たちなどJ

という表現より、例えば、「移動やコミュニケーションに障害のある人たちな

ど」とする方が適切である。

(4)療養介護等の重症心身障害児・者への支援について

(結論 1-補足説明)

平成22年 に児童福祉法が改正され、重症心身障害児の通園事業は医療型児童

発達支援に替わる予定となつたが、これらを利用する18歳以上の重症心身障害

者の行く先は不明確である。医療職を手厚くした生活介護にするか、新たな医

療的ケアを伴う通所福祉施設を制度化するなどの検討が必要である。

(結論2-補足説明)

児童期から成人期において一貫した支援体制は必要であるが、制度としての

法体系での一本化は不適切である。18歳未満の重症心身障害児は他の障害児と

同様に在宅を中心とし、入所する時は、有期間 口有目的の医療型障害児入所施

設を基本とすべきである。18歳未満の重症心身障害児が、療養型施設に新たに

入所することとならない体系が必要である。

(5)地域活動支援センター、日中一時支援、短期入所について

(結論3-補足説明)

精神障害者にとっては、短期入所は新たな社会的入院を生み出さないため、

強制入院防止のためにも最も重要な資源である。しかし、現行では精神障害者

を受け入れる短期入所施設がほとんどなく、支給決定を受けても利用できない

現状がある。

'1■

グルニ|プ1卒‐■ム||クアホ■ム
(1)グループホーム・ケアホームの制度について

②グループホーム・ケアホームの区分と設置基準等のあり方について

(結論 1-補足説明1)

精神障害者にとつて転居は大きな負担となる。サテライ ト型グループホーム

を認めていくことにより、グループホームの支援が不要となつても、そのまま

同じアパー トに住み続けることが可能となる

(結論 1-補足説明2)

現行の福祉ホームをグループホーム制度のなかで位置づけるか (イ固別給付)、

地域生活支援事業 (市町村事業)で存続させるか、′lヽ規模化の課題と併せて検

討する必要がある。
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